
一般社団法人 日本病院会会長殿

医政総発 09 2 7第3号

平成25年 9月27日

厚生労働省医政局総務課長

（公印省略）

生体内の圧力の計量単位に係る計量単位令の改正について

標記について、別添のとおり、各都道府県医政主管部（局）長に通知を発出いたしまし

たので、貴職におかれでも、当該通知の内容について御了知いただき、管下会員に対する

周知、協力方お願い申し上げます。



各都道府県医政主管部（局）長殿

医政総発09 2 7第2号

平成25年 9月27日

厚生労働省医政局総務課長

（公印省略 ）

計量法上の水銀柱メートル及び水柱メートルに係る計量単位令の改正について

表記計量単位については、計量法（平成4年法律第51号）附則第3条第3項及び計量

法附則第4条の計量単位等を定める政令（平成 11年政令第27 3号）に基づき、平成

2 5年9月30日をもって法定計量単位から削除されることになっていたところであるが、

今般、計量単位令の一部を改正する政令（平成25年政令第28 7号）により、特殊の計

量に用いる計量単位として計量単位令別表第6第 11号に追加され、生体内の圧力の計量

に用いる場合に限り、法定計量単位として恒久的に使用することが可能となったので、貴

管下医療関係団体及び関係業者等に対する周知方ご配慮願いたい。



厚生労働省医政局総務課長

土生栄二殿

厚生労働省医政局経済課長

城克文殿

事務連絡

平成 25年 9月 26日

経済産業省産業技術環境局

計量行政室長高野芳久

生体内の圧力の計量単位に係る計量単位令の改正について（周知依頼）

平素は、計量行政の円滑な遂行にご尽力頂き、厚くお礼申し上げますロ

さて、計量単位令の一部を改正する政令（平成25年政令第287号）によって、こ

れまで計量法附則第四条の計量単位等を定める政令（平成 11年政令第27 3号） （以

下「生体内圧力政令Jという。）に基づき、平成25年 9月 30日を使用期限として法

定計量単位とみなされていた水銀柱メートル（mHg）、水銀柱センチメートル（ cm

Hg ）、水銀柱ミリメードル（mmHg）、水柱メートル（mH20）、水柱センチメ

ートル（ cmH20）及び水柱ミリメートル（mmH20）の 6単位（以下「水銀柱メ

ートル等j という。）が、特殊の計量に用いる計量単位として計量単位令別表6第 11 

号に追加され、生体内の圧力の計量に用いる場合に限り、水銀柱メートル等を法定計量

単位として恒久的に使用することが可能となります。

つきましては、下記留意事項とあわせて、医療従事者、医療機器関係団体に周知いた

だきますようお願いいたします口

ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします口

記

0政省令の改正内容

1.圧力の法定計量単位は、パスカル（pa）、ニュートン毎平方メートル（N/m2) 

ノ〈ール（b a r）及び気圧（ at m）並びにこれらの計量単位に 10の整数乗を乗

じたものを表す単位｛例：ヘクトパスカル（hPa ）、ミリバール（mb a r）】で

すが、生体内の圧力を計量する場合に限り、従来から特殊の計量に用いる法定計量
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単位として位置づけられていたトル（Tor r) ミリトル（mTo r r）及びマ

イクロトル（μTorr）に水銀柱メートル等が追加される。

（計量単位令の一部を改正する政令）

注）血圧の特殊の計量に用いる法定計量単位は、従来同様、水銀柱ミリメートル

(mmHg ）のみです。

2. 上記 1. の措置に伴い、生体内圧力政令は廃止される。

（計量単位令の一部を改正する政令附則第2項）

3.上記 1. の措置に伴い、追加された計量単位の標準となるべき記号（mHg等6記

号）を追加する口

（計量単位規則の一部を改正する省令。平成25年経済産業省令第50号）

別添：平成 25年9月 26日付け関連政省令官報（写）

（参考）計量法上の留意事項

1.非法定計量単位は、取引又は証明に用いることはできません。（計量法第8条）

【例：医療機闘が発行する診断書に非法定計量単位である重量キログラム毎平方

メートル（kgf/m2）や水銀柱インチ（inHg）を用いる場合が考えられます。】

注）取引又は証明に該当しない場合は、用いることができますロ

【例：学術論文など学術研究における単位の使用などが考えられます。】

2.非法定計量単位による目盛り又は表記を付した計量器は、販売し、又は販売の目

的で陳列することはできませんロ （計量法第9条）

注 1）輸出すべき計量器は対象外です。

2）法定計量単位を併記して販売することは可能ですが【例：頭蓋内圧計に Pa

とmmHgとを併記】、法定計量単位に非法定計量単位を併記して販売するこ

とはできません【例：気道内圧計に PaとinHgとを併記】。

以上
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手
当
等
の
額
の
改
定
を
行

協
う
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
一
条
i
第
二
ニ
条
、
第
一
七
条
、

白
第
二
一
条
、
第
二
四
条
及
び
第
二
六
条
関
係
）

2
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
五
年
一

O
月
一
白
か
ら
施
行

す
る
と
と
と
し
た
。

。
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の

救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
政
令
第
二
九
一
号
）
（
厚
生
労
働
省
）

1

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
医
療
手
当
等
の

額
の
改
定
老
行
う
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
i
第
五
条
及

び
第
八
条
関
係
）

2

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
五
年
一

O
月
一
白
か
ら
施
行

す
る
と
と
と
し
た
。

2 

麦
芽

で
ん
粉
及
び
イ
ヌ
リ
ン
並
び
に
で
ん
粉
等
の
調
製
食
料
品
の
う
ち
で
ん
粉
が

最
大
の
重
量
を
占
め
る
も
の

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
五
年
一

O
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
と
と
と
し
た
。

（号外第 208号）

E
O関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第
二
八
六
号
）
（
財
務
省
）

｝？

l

関
税
割
当
制
度
が
適
用
さ
れ
て
い
る
物
品
二

O
品
目
の
う
ち
、
半
年
ご
と
に
関
税
割
当
て
の
数
量
老
定
め
て
い
る

世
四
品
目
に
つ
い
て
、
平
成
二
五
年
度
下
期
に
お
け
る
数
量
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
関

《
係
）

高

H

乾
燥
し
た
豆
（
ひ
ょ
と
豆
、
緑
E
及

び

ひ

ら

豆

以

外

の

も

の

）

七

万

ト

ン

奇

「

コ

ー

ン

ス

タ

1
チ

の

製

造

に

使

用

す

る

も

の

一

二

O
万
四
、
二

0
0
ト
ン

一

｛

ご

う

b
一コ

l
ン
フ
レ
ー
ク
、
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
文
は
蒸
留
酒
の
製
造
に

一

｛

引

U
M
一

使

用

す

る

も

の

四

万

六

、

八

0
0
ト
ン

ヤ
一
そ
の
他
の
も
の
（
単
体
問
料
用
の
も
の
で
粉
砕
そ
の
他
の
加
工
を

一TF

し

て

な

い

も

の

以

外

の

も

の

）

五

万

七

、

二

0
0
ト
ン

F

二
五
万
一
、
八
0
0
ト
ン

八
万
一
五

0
0

（四）同 （ゴ

ト
ン

3 2 1る老本生 。
とか上で当用 締 締 施 内 業 い 有定約 るニ法で 。行国すこと脱所
がつ特き該 す約約設にのて不す義にこ λ ユ人あこ うとるのの税得
でた殊るーる国固に恒利課動るさおの第 1税るの もニ国条聞のに
きもの？方このに帰久得税産意れい条ージ、者条 のユ際約の防対
るの関理のと企おせ的にす理義てて約条 l箆に約 で 1的は条止す
£と係費締に業いら事対る得をい定上及ラ輿適は あジな J約のる
第しが約約 よ恋てれ設しとに有な義、びン特用、 り l二径（た租
六たあ国国つ般 謀る をて と対 すい さ一 警ド別す一 、ラ重済委め税
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係つ当商課得老でのはが方言第結しそ 所圏三締 次謀を疏外ユ課
）き吾業税に国きみト他の粛五語、れ 得特 v・約 の税目等務！税
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る が資 とはに方方久約のに）法約の 用税藍住 で整てて ン及
己な金が、運の‘の的国企お 上に条 す 1 句者 あ等日発 ドび
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る る ー 約受方とき報とはれ六お取し。法と合除つ 税誇課産の）税地お、 O るは当課
乙種九国けのが J酬 が Jる条い得て一人がにきい す戸税等破 率固い政パ。ーに 税
と得条に取締で皐及で皐翠関てす 他方のでの、て をしすの綻 にに て 府 l利 五 つ は t

ー ギ言要存竺自 Z 空語 Z 竺警 8 需品 Z 森喜 ~i~ 署 ~~~意義 す奇襲京~ ~ '1{ ~ ~ ~t 
き対）る定内。方職。方金 す得締約地。該勤す が、と収機 行るを取ト対セは会｝ト

。
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
費
か
国
の
平
和
と
独
立
並

び
に
国
及
ひ
国
民
の
安
全
の
確
保
に
閲
す
る
法
律
施
行

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第
二
九
二
号
）
（
内

閣
官
房
）

－
独
立
行
政
法
人
海
上
災
害
防
止
セ
ン
タ
ー
を
指
定
公

共
機
関
か
ら
削
除
し
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の

防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
五
年
法
律
第
二
三
ハ
号
）

第
四
二
条
の
ご
ニ
第
一
項
の
指
定
海
上
防
災
機
関
を
指

定
公
共
機
関
と
し
て
追
加
す
る
と
と
と
し
た
。

2

乙
の
政
令
は
、
平
成
二
五
年
一

O
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と
と
し
た
。



（号外第 208号）

A
W
第
二
百
八
十
七
号

針
震
単
位
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
｝
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
こ
基
づ
き
、
と
の
政
令
を
制
定
す
る
。

計
量
単
位
三
平
成
間
接
喜
一
言
手
七
き
の
一
部
老
次
の
よ
う
に
即
正
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣
麻
生
太
郎

総
務
大
臣
新
藤
義
孝

厚

生

臣

田

村

憲

久

国

土

臣

太

田

昭

宏
石
原
伸
晃

小
野
寺
五
典

関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

璽

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣
麻
生
太
郎

名

御

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
六
日

平成 25年9月26日木曜

定政
す内令
る閣第
。は関ニ

、税百
関割八
税当十
管制六
定度号
措に
買関
法す
（る

韓
三の
十一
五部

皇室
律正
第す
三る

士事
号

室
内 田三翌三宰おシ実乙成主要部の

iii j聖 ~i ~謀議ti臣臣臣 改年O 八か「、」 oo号ーラづ

壁R壁密議謡 ~IZ長？
奇吉 宗とエ 5三~ l~理~ ~ 

草壁三~ 2？き聖子き 高

報官

計
量
単
位
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

御

璽

名平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣
麻
生
太
郎

1 1 

ト
yレ

十毎パ
分平ス
の方カ
十メル
万 l又
千トは
三ル二
百のユ
二七 l
十百ト
五六ン

別
表
第
六
第
十
一
号
中

三ルニ
百のコ
二01
十・ト
五七ン

に
改
め
る
。

ル
の
百
分
の

ル
の
千
分
の

ニ
ュ
ー
ト
ン

ル
の
九
千
八

の
百
分
の

の
千
分
の
一

ト
yレ

六毎パ
分平ス
の方カ
十メル
万！文
千トは．．

水
銀
柱
メ
l
ト

・レ・f水
銀
柱
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

水
銀
柱
ミ
リ

メ
ー
ト
ル

を

水
柱
メ
ー
ト
ル

水
銀
柱
メ
l
ト

水
銀
柱
メ
l
ト

百毎パ
六平ス
・方カ
六メル
五 l文
倍トは

水
柱
メ
ー
ト
ル

水
柱
メ
ー
ト
ル

十毎パ
分平ス
の方カ
十メル
万 1又
千トは

附

則

（
施
行
期
日
）

l

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
計
量
法
附
則
第
四
条
の
計
量
単
位
等
を
定
め
る
政
令
の
廃
止
）

2

計
量
法
附
則
第
四
条
の
計
量
単
位
等
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

経
済
産
業
大
臣
茂
木
敏
充

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣
麻
生
太
郎

水
柱
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

水
柱
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
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租
税
条
約
等
の
実
施
K
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
、
む
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
租
税

条
約
に
基
づ
く
認
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
租
税
条
約

に
基
づ
く
認
定
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
財
務
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
ロ

第
一
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
ひ
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

と
の
聞
の
条
約
第
二
十
二
条
5

附

則

こ
の
省
令
は
、
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
と
ニ
ュ

l

l

j

：

：

 

露
連
審
議
1
1
1
1
1
1
1
1
L
P
i
l
l
i－
－

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
二
守
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
計
量
単
位
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平

成

二

十

五

年

九

月

二

十

六

日

経

済

産

業

大

臣

計
量
単
位
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

計
量
単
位
規
則
（
平
成
田
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
号
〉
の
一
部
老
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（号外第 208号）

茂
木

故
充

報

ー

-r 帯ラキ ヌ帯、；・ ラ前》寺． 帯？憧J、，で・, 益稿、て『・

、一ー

寸》~ヌ． -r 、ーー

中、‘、ご－ 
、て、．． ・、ι -r 

-r 、て、dー

、て同ー -r -r 
、て国. 、て『. ’7噌

、てーー

。司寸 ヨ国ヨ
出。宮 。田呂 qヨ国ヨQ 

関自国rョ

~ 。

一

別
表
第
四
中
「
「
T

モ

寸
O
司

を

官木曜日平成 25年 9月26日

に
改
め
る
。附

則

と
の
省
令
は
、
計
量
単
位
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
〔
平
成
二
十
五

q
望
選
者
建
著
i
z－
－

t
i
t
i
l－
－

z
j

気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六
条
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
四
十
三

条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
気
象
業
務
法
施
行
規
則
及
び
気
象
等
証
明
及
び
鑑
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平

成

二

十

五

年

九

月

二

十

六

日

国

土

交

通

大

臣

太

田

昭

宏

気
象
業
務
法
施
行
規
則
及
び
気
象
等
証
明
及
び
鑑
定
規
則
の
一
部
在
改
正
す
る
省
令

（
気
象
業
務
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
気
象
業
務
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
、
海
洋
気
象
台
長
」
を
削
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
、
沖
縄
気
象
台
長
及
び
海
洋
気
象
台
長
」
を
「
及
び
沖
縄
気
象
台
長
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
、
沖
縄
気
象
台
長
及
び
海
洋
気
象
台
長
も
行
な
う
」
を
「
及
び
沖
縄
気
象
台
長
も
行
う
」
に
改
め
る
。

（
気
象
等
証
明
及
ひ
鑑
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
気
象
等
証
明
及
び
鑑
定
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
運
輸
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
海
洋
気
象
台
」
を
削
る
。

る

附

則

（
施
行
期
日
〉

1

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
気
象
業
務
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

2

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
気
象
業
務
法
施
行
規
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
海

洋
気
象
台
長
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
届
出
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
観
測

施
設
の
所
在
地
を
管
轄
区
域
と
す
る
管
区
気
象
台
長
、
沖
縄
気
象
台
長
又
は
地
方
気
象
台
長
に
対
し
て
さ
れ
た
届
出

と
み
な
す
。

（
気
象
等
証
明
及
び
鑑
定
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

3

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
気
象
等
証
明
及
び
鑑
定
規
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
海
洋
気
象
台
に
対
し
て

さ
れ
て
い
る
依
頼
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
依
頼
に
よ
り
証
明
文
は
鑑
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
実
が
発
生
し

た
場
所
在
管
轄
す
る
気
象
官
署
（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
令
第
一
条
に
規
定
す
る
気
象
官
署
を
い
う
。
）

に
対
し
て
さ
れ
た
依
頼
と
み
な
す
。

O
国
土
交
通
省
令
第
八
十
一
号

国
土
交
通
費
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
〉
及
び
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五

号
）
老
実
施
す
る
た
め
バ
国
土
交
通
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平

成

二

十

五

年

九

月

二

十

六

日

国

土

交

通

大

臣

太

田

昭

宏

国
土
交
通
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
土
交
通
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
六
条
削
除

第
百
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
及
び
中
部
国
際
空
港
」
を
「
、
中
部
国
際
空
港
及
び
大
阪
国
際
空
港
」
に

改
め
る
。

第
百
二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
国
際
・
危
機
管
理
室
並
び
に
安
全
管
理
推
進
官
、
交
通
管
制
安
全
監
督
官
、
国
際
調
整
官
及
び
危
機
管
理
調
整

官）

第
百
二
十
四
条
安
全
企
画
課
に
、
国
際
・
危
機
管
理
室
並
び
に
安
全
管
理
推
進
官
三
人
、
交
通
管
制
安
全
監
督
官
七

人
並
び
に
国
際
調
整
官
及
び
危
機
管
理
調
整
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
d

2

国
際
・
危
機
管
理
室
は
、
安
全
企
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
国
際
関
係
事
務
及
び
航
空
に
関
す
る
危
機
管
理
に
関
す

る
事
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
に
係
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

3

国
際
・
危
機
管
理
室
に
、
室
長
を
置
く
。

4

安
全
管
理
推
進
官
は
、
命
を
受
け
て
、
航
空
に
関
す
る
安
全
管
理
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
削

及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

5

交
通
管
制
安
全
監
督
官
は
、
航
空
保
安
業
務
に
係
る
安
全
に
関
す
る
事
務
の
運
営
に
関
す
る
実
況
の
監
察
及
び
こ

れ
に
基
づ
く
改
善
事
項
の
調
査
に
関
す
る
事
務
並
び
に
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
百
三

十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
を
分
掌
す
る
。

6

国
際
調
整
宮
は
、
命
を
受
け
て
、
安
全
企
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
国
際
関
係
事
務
に
関
す
る
特
定
事
項
に
つ
い
て

の
国
際
機
関
及
び
外
国
の
行
政
機
関
そ
の
他
の
外
国
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
（
安
全
管
理
推
進
官

及
び
危
機
管
理
調
整
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
ぐ
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

7

危
機
管
理
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
航
空
に
関
す
る
危
機
管
理
に
関
す
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
関
係
行
政
機

閉
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
閲
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
四
十
条
第
一
項
中
「
本
省
の
」
の
下
に
「
局
及
び
」
を
加
え
、
「
百
三
十
九
人
」
を
「
百
四
十
人
」
に
改
め
る
。

附

則

と
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


